
展示「県庁舎の歴史（明治編）」 

平成 21 年 5月 18 日～6月 12 日 
 
 
 
 

現在地（旧大津市東浦）に建つまでの滋賀県庁舎は、別所の園城寺内円満院を転

用したものだった。最初に円満院を県庁舎に使用したのは滋賀県の前身の大津県

である。大津県庁は大津町中を転々としたあと、明治 2 年（1869 年）1 月に
 
 
円満院に移ってきたとされる。 
 
 
 
 

「円満院建屋とも上地につき大津県へ通達」   明治 4年（1871年） 

冒頭に「是迄
こ れ ま で

其県庁仮設有之候
これありそうろう

円満院」とあるように、大津県庁は当初間借り状

態であった。しかし明治 4 年 3 月には円満院に建物ごと上地させ、大津県に引
 
 
き渡させることとなっている。 

 
 
 

 
 
 
 

円満院庁舎時代の県庁

位置   明治初期 

「滋賀郡官林位置全図」

より。「園城寺境内」の

傍らに「縣廰」（県庁）
と書かれている。 

 



   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

「明治10年滋賀県庁構

内図」     

明治 10年（1878年） 

円満院庁舎時代の間取

り。書き込まれた数字に

対応する記述は見あたら

ない。この時期には庶

務・勧業・租税・警保・

学務・出納の 6 課（計

22掛）があった。 

 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
「県庁新築費支出予算議案説明」 

明治 18年（1885年）

新庁舎建設を必要とする理由とし

て、円満院庁舎の狭隘
きょうあい

・破損ととも

に、次第に増加する「書冊ノ類」を

保管する書庫がないことをあげる。

もし火事でもあればすべてが烏
う

有
ゆ う

に帰し、必ず言い尽くせないほどの

損害を招く、と述べている。 

  
  



 
 
 
 
 

 

（左） 

「本庁内へ上敷備付の件」    

明治 20年（1887年）

上敷購入の伺。寺院建築を転用した円

満院庁舎は各課や廊下に敷物を敷いて

おらず、「高貴ノ方」や外国人が来た際、

非常に「不体裁」であったという。東

浦庁舎建設中の時期にもこのような改

修や老朽化箇所の補修が頻繁に行われ

ており、その不便さがうかがえる。 

 
 
 
 
 
 
 

（下） 

「滋賀県庁舎新築移庁式余興煙火順番記」 
明治21年（1888年）

明治21年 6月 25日、東浦庁舎への移庁式

を祝って、湖上では太湖汽船の甲板から煙火

（花火）が 57発打ち上げられることになっ

ている。 
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新庁舎一般人見学日の様子（①～③） 

明治 21年（1888年） 

東浦新庁舎は明治21年 6月に完成し、

25日の移庁式後、26・27日が一般人

の見学日とされた。雨の中、両日で 12

万人ともいわれる見学者を集めている。

じっくり見ることもできず押し合いへ

し合いした観衆が去ったあとの新庁舎

内は泥で汚れ、破壊されていた箇所もあ

ったという。  

 

※本文書は新聞の原稿か記事の書き

抜きと考えられる 
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③ 

 
（②後半～③） 

見学日の様子に続けて、新庁舎の利点をあげる。煉瓦造りで火災の憂いもなく数

千年腐朽することがない、温水器・室内電信設備があるので庁費を節約できる、

光線反射と各室分画がよいので事務が簡便、県会議事堂と警察本部も連結してい

て便利、火鉢・煙草盆・湯茶の使用禁止により事務取扱が敏捷になる、広大・高

層な建築物なので空気の疎通がよく倦怠感を生じない、などと列挙する。 



 

「県庁新築落成移転にさいしての訓令」     明治 21年（1888年） 

現在地（旧大津市東浦）に県庁が移転した翌月（21 年 7 月）の訓令。判任官以下

の官吏にも洋服と靴の着用が義務づけられており、洋風建築となった新庁舎にふさ

わしい外見が求められたことがわかる。執務室での喫茶禁止も記される。 

※ 判任官 : 各省大臣・府県知事などの権限で任免される官吏 



 

昭和初期の県庁舎の状態        昭和 11年（1936年）頃  

「県庁舎改築理由調書」に記されたもの。明治期の「洋式直接模倣」建

築物である当時の県庁舎は、南北に短い構造と壁体接合部に生じた相当

な亀裂のため、関東大震災（大正12年＝1923年）のような巨大地震

にはまったく無力であると述べる。数度の課室の廃合により、唯一の耐

震壁たる間仕切壁も多くが取り除かれたとある。 



県 庁 舎 の 変 遷 
  

 
 
 

円満院庁舎 

明治2年（1869年）1月 ～ 21年（1888年）6月 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東浦旧庁舎 

明治21年（1888年）6月～ 

   昭和 12年（1937年）6月 
 

煉瓦造り 2 階建てで竣功当時 44 室。建

坪512坪。煉瓦石は淡黄色のセメントで

包んでいたという。設計は内務省土木局か

ら出向の小原益知（五等技師）。建築総費

用11万円。右の写真は昭和12年の取り

壊し前。 
 

※「東浦」は、昭和40年に現在の「京

町四丁目」となる以前の地名 

※明治5年1月、大津県から滋賀県となる 

   
昭和 12 年 6 月～14 年 4 月の新庁舎建

設工事期間は別所の仮庁舎へ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

東浦新庁舎 
昭和14年（1939年）4月～現在
 

鉄筋コンクリート一部鉄骨造りの 4

階建て、塔屋・地下防護室付き。外

壁タイル部分は防空色。建築面積（延

べ）4698 坪。設計は佐藤功一・国

枝博。工費200万円。 


